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徳島県情報公開・個人情報保護審査会答申情第６３号

第１ 審査会の結論

徳島県知事の決定は、妥当である。

第２ 諮問事案の概要

１ 公文書公開請求

平成３０年２月２日、審査請求人は、徳島県情報公開条例（平成１３年徳島県条例

第１号。以下「条例」という。）第６条第１項の規定に基づき、徳島県知事（以下「実

施機関」という。）に対して「Ｈ○.○.○付けの（徳島新聞記事）別付づけの○○部

に関する。（事故報告せず）の記事に係る経緯が分かる書類（伺い、処分内容、事故

報告書、警察に提出、保険会社への報告書）」についての公文書公開請求（以下「本

件請求」という。）を行った。

２ 実施機関の決定

平成３０年２月１６日、実施機関は、本件請求に係る公文書については、「請求に

係る保有公文書が不存在である」ことを理由とする公文書公開請求拒否決定処分（以

下「本件処分」という。）を行い、審査請求人に通知した。

３ 審査請求

令和３０年３年１２日、審査請求人は、本件処分を不服として、行政不服審査法（平

成２６年法律第６８号）第２条の規定に基づき、実施機関に対して審査請求を行った。

４ 諮問

令和元年５月２４日、実施機関は徳島県情報公開審査会（現徳島県情報公開・個人

情報保護審査会。以下「当審査会」という。）に対して、当該審査請求につき諮問（以

下「本件事案」という。）を行った。

第３ 審査請求人の主張要旨

１ 審査請求の趣旨

あきらかに違法であり速やかな開示を求める。

２ 審査請求の理由

県は、あるべき書類を制限するのは可笑しい。

県の枉法行為を確認した為。

本来、事故に関する書類等の報告などの書類を改ざんする行為は可笑しい。

第４ 実施機関の説明要旨
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実施機関から提出された弁明書によると、本件処分の理由は、おおむね次のとおり

である。

１ 本件処分の理由

条例第７条第２号は、当該公文書が物理的に存在しない場合、存在するが他の実施

機関又は実施機関以外の団体が保有している場合などにおいて、当該請求を拒否する

ことができる旨を定めたものである。

実施機関は、審査請求人が公開を求めている公文書は、審査請求人が公文書公開請

求書に添付した徳島新聞の写しに記載されている、○○部係長の事故報告に関する件

について、実施機関で保有している書類と推測した。

実施機関では、○○部の職員の業務中の交通事故について、○○部より文書で報告

を受ける業務及び文書を作成する業務を行っていないため、文書は保有しておらず、

本件処分を行った。

第５ 審査会の処理経過

本件事案に係る当審査会の処理経過は、次のとおりである。

年 月 日 内 容

令和元年５月２４日 諮問

令和６年６月２４日 審議
第２部会（第１２回）

同 年 ７ 月 ２ ２ 日 審議
第２部会（第１３回）

第６ 審査会の判断

当審査会は、本件事案について審査した結果、次のとおり判断する。

１ 本件処分の妥当性について

審査請求人は、審査請求人が公文書公開請求に添付した徳島新聞の写しに記載され

ている、○○部係長の事故報告に関する件について、実施機関で保有している書類が

存在する旨主張している。

実施機関は、本件請求に係る公文書が不存在であると主張しているため、以下、当

該公文書の保有の有無について検討する。

２ 本件公文書の保有の有無について

実施機関の弁明書によると、農山漁村振興課では、○○部の職員の業務中の交通事

故について、○○部より文書で報告を受ける業務及び文書を作成する業務を行ってい

ないため、文書は保有していないとのことである。
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職員の業務中の交通事故の措置及び報告については、徳島県県有車両管理規則（昭

和４２年徳島県規則第３６号）第２７条第１項及び第２項に、運転者は直ちに電話等

により課長等に報告すること、課長等は軽微な事故を除くほか、速やかに管財課長に

通報すること等が定められている。

したがって○○部の職員の業務中の交通事故について、農山漁村振興課に対する報

告義務はなく、文書を保有していないとする実施機関の説明に不合理な点はない。

３ 結論

当審査会は、本件事案を厳正かつ客観的に検討した結果、冒頭の「第１ 審査会の

結論」のとおり判断する。
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